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こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
の
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
高
等
学
校
に
入
学
す

る
者
に
係
る
通
学
区
域
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
入
学
し
た
者
に
係
る
通
学
区
域
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。


